
お問合せ 都市建築部 住宅課 空家対策推進係 TEL:058-272-1111（内線4834）

募集対象：空き家の流通・活用促進に資する事業を実施する団体

（市町村、民間事業者、NPOなど）

主 催 岐阜県

近年、社会問題になっている「空き家」を減らしていくためには、

多くの空き家を中古住宅市場に流通させるだけでなく、

住民の集いの場や観光誘客施設、災害時における避難者の受け入れ先

とするなど、地域や社会のニーズに応じた活用が求められています。

岐阜県では、空き家の流通や活用の促進のためのモデルとなる

事業を募集します！

岐阜県政策オリンピック

空き家流通・活用促進事業
アイデア大募集

優秀事業には

300万円
最
大

を助成!!

募集
期間 令和８年４月15日 (水) ５月29日 (金)



４月
～５月

募集
4月15日(水)～5月29日(金)

募集要領をHPに
掲載

６月
審査委員会 6月中旬

優秀事業の公表 6月下旬

７月
補助金交付決定
補助事業開始

7月上旬

２月 補助事業完了 2月26日(金)まで

３月

補助金の交付

成果報告会の実施
・補助事業の公表

スケジュール
令和８年

令和９年

応募方法

応募に必要な様式をホームページから
ダウンロードし、事業実施提案書等を
作成の上、岐阜県都市建築部住宅課に
電子メール、持参又は郵送のいずれか
により提出してください。

【提出先】

【様式ダウンロード先】

https://www.pref.gifu.lg.jp
/page/489827.html

〒500-8570
岐阜市薮田南２丁目１番１号
岐阜県庁11階

岐阜県 都市建築部 住宅課
空家対策推進係

電子メール:c11659@pref.gifu.lg.jp

検索岐阜県 空き家 政策オリンピック

対象事業

県内の空き家の流通、マッチング又は
活用促進に資するモデル的な取組
(以下の事業要件を満たすものに限る)

事業要件

応募する事業は、以下の要件を全て
満たす必要があります。

県内市町村の空家等対策を支援す
る取組であること

空き家の所有者や空き家を活用し
たい人の多様なニーズに対応し、
空き家の流通又は活用促進が期待
できる取組であること

補助の終了後に自立かつ継続して
事業を展開していくことを見据え
た取組であること

<応募事業の例>

・中古住宅市場に流通していない空き
   家を流通させる啓発活動

・「空き家の所有者」と「空き家を利
   用したい人」をマッチングする仕組
   みづくり

・空き家の新たな活用方法を掘り起こ
   すイベントの開催

審査について

審査委員会にて、応募者がプレゼン
テーションを行い、応募事業の順位
づけを行います。

・

県はその結果を基に優秀事業を決定
し、応募団体に事業費を助成します。
(１団体あたり最大300万円)

・

・災害時における避難者の受け入れ先
   として活用する仕組みづくり

・集会場や民泊施設、観光休憩所など
として活用する仕組みづくり

・育児休業や保育園留学中の短期の宿
泊施設として活用する仕組みづくり
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